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令和６年度第４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和６年５月２４日 

                    担当部・課：教育委員会学校管理課〔内線５０３７〕 

① 件  名 

学校給食費の直接徴収について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

本市の学校給食費の徴収は、幼稚園及び小中学校で行っており、その管理及び未納者への督促等は、

教職員にとって大きな負担となっている。 

令和元年７月に文部科学省が作成した「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」において、

「学校における働き方改革を推進するためには、学校給食費の徴収・管理業務を地方公共団体が自ら

の業務として行うことが適切である」との見解が示され、以降、学校給食費の直接徴収の実施につい

てガイドラインを踏まえ、検討を重ねてきた。 

令和５年１月、本市教育委員会が策定する「教職員の働き方改革に関する取組方針」において、学

校給食費の直接徴収を重点項目として位置付け、関係機関と協議を進めてきた。 

 

【目的】 

幼稚園及び小中学校における教職員の業務負担軽減や保護者の利便性向上を図るため、令和７年度

から学校給食費の直接徴収を行うもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

学校給食法（昭和２９年法律第１６０号） 

石巻市学校給食センター条例（平成１７年条例第９５号） 

石巻市学校給食センター条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第２５号） 

石巻市学校給食費滞納整理等実施要綱（平成２６年訓令第１号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第５章 豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち 

  第１節 安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進 

    １  充実した教育を行うための環境を整備する 

【個別計画】 

教職員の働き方改革に関する取組方針（令和５年１月策定） 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和５年 １月  教職員の働き方改革に関する取組方針の重点項目として位置付け 

 ７月  関係機関との協議 

１０月  総合計画実施計画裁定 

１１月  教育委員会第１１回定例会へ一般事務報告（学校給食費直接徴収実施について） 

 令和６年 ５月  教育委員会第５回定例会へ一般事務報告（学校給食費の直接徴収について） 

⑤ 主な内容 

 現在、幼稚園及び小中学校で実施している学校給食費の徴収・管理業務を移管し、直接徴収を実施

するもの。 

・学校給食の実施及び保護者からの学校給食提供に係る申込みの受付 

 ・保護者への給食費請求及び収納 

 ・学校給食費未納者への督促 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

・学校教職員の業務負担軽減により、子供に向き合う時間や授業改善の時間を確保することができ、

学校教育の質の向上が期待できる。 

・口座振替に関して、複数の金融機関を設定するほか、コンビニ納付を可能にすることで保護者の

利便性向上が図られる 

 

【市財政への負担】 

・学校給食費徴収管理システム導入事業費２３，１００千円 

（令和５年度～令和１１年度まで７年間：債務負担行為） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

令和６年４月１日現在で、宮城県内３５市町村のうち２７市町村（７７．１％）が学校給食費の直

接徴収を実施している。 

【近隣自治体の条例制定状況】 

・東松島市学校給食費の管理に関する条例（令和４年４月１日施行） 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和６年 ６月  市議会第２回定例会に石巻市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する 

条例の制定について提案（施行年月日：令和７年４月１日） 

７月  給食関連規則等の制定・改廃（施行年月日：令和７年４月１日） 

１０月  学校給食申込書、口座振替依頼書を保護者へ配布 

令和７年 ４月  学校給食費直接徴収の実施 

⑨ その他 

 

  


